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      条     例 

○群馬県スポーツ振興条例の一部を改正する条例（スポーツ振興課）                   ２ 

○群馬県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（児童福祉課）    ２ 

○群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（同）        ３ 

○群馬県障害者介護給付費等・障害児通所給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例（障害政策課）   ４ 

○群馬県産業廃棄物支障除去等措置費用徴収条例（廃棄物・リサイクル課）                ４ 

○群馬県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（道路管理課）                    ５ 

○群馬県高等学校等教育改革促進基金条例（管理課）                          ６ 

○群馬県不登校児童生徒等支援基金条例の一部を改正する条例（生涯学習課）               ７ 
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